
新しい弁理士のご紹介 
 
拝啓 初夏の候、皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
皆様方には、日頃より暖かいご支援ならびにご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
 さて、弊所は、新オフィスに移転して約１年半（関西オフィス開設より約３ヶ月）、また

特許業務法人へ組織変更して約半年が過ぎようとしておりますが、ここに３名の新しい弁

理士を加えましたのでご紹介申し上げます。 
 
 まず、柳町亜友美弁理士が、昨年１１月に商標担当弁理士として弊所に入所いたしまし

た。柳町弁理士は、大学卒業後大手小売企業で７年間およびその後主に商標弁理士として

６年半ほどの実務経験を有しております。また、英語も堪能であり、内外を問わず弊所の

商標業務の充実・拡大に寄与してくれるものと大いに期待しております。 
 
 次に、以前より弊所に在籍しておりました坂本幸男および後藤孝明の両名が昨年度弁理

士試験に合格、実務修習を無事終えて、本年４月に弁理士登録をいたしました。坂本弁理

士は、電気・機械グループに所属しておりますが、大学卒業後大手建設機械メーカーに長

らく勤務しており、社会人経験豊富な弁理士であります。一方、後藤弁理士は、医薬・バ

イオグループに所属しておりますが、大学での研究期間が長く、博士号を有する新進気鋭

の若手弁理士であります。 
 
 弊所は、これら３名の新しい弁理士を加えて総勢２４名の弁理士体制となり、これまで

以上にお客様のニーズにお応えできるものと自負いたしております。今後とも、プロ集団

としての研鑽を怠ることなく、「お客様のため」を常に優先して考え、相互信頼関係の構築

に一層努めて参る所存です。 
  
 皆様方におかれましては、これら若き弁理士達に引き続き暖かいご支援と厳しいご指導・
ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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ご 挨 拶 
 
拝啓 初夏の候、皆様方におかれましては益々ご清栄のことお喜び申し上げます。 
 この度、弁理士として特許業務法人 津国に入所いたしました柳町亜友美と申します。 
 私は、平成 10年に筑波大学第一学群社会学類法学主専攻を卒業し、大手小売企業にて７
年間程流通業に従事しておりました。この間、小売店舗におけるブランド力や商品のデザ

イン・品質・機能の重要性に触れ、商標を中心とした知的財産の分野に興味を持つように

なり、弁理士になることを決意いたしました。 
 弁理士となってからは国内の特許事務所にて６年半ほど国内・国外の商標出願業務を中

心に携わってまいりました。知財業務を通じて様々な新しい商品・サービスに接すること

ができ、知的財産の仕事によって経済活動の一端を支えているという喜びを感じておりま

す。 
 今後は、国内及び国外の皆様の信頼を得て、ご期待にこたえられるような弁理士を目指

して日々努力を重ねていく所存でございます。 
 未だ至らない点は多々ございますが、今後ともご指導、ご鞭撻を承りますよう、宜しく

お願い申し上げます。 
敬具 

 平成 24年 6月吉日 
弁理士 柳町 亜友美 

 

ご 挨 拶 
 

拝啓 緑樹の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 私、坂本幸男は、平成２３年度弁理士試験に合格し、このたび弁理士登録を受けました。 
 昭和６２年に筑波大学第三学群基礎工学類（物理工学科）を卒業し、国内大手の建設機

械メーカーの研究開発部門において、約１３年間、建設機械に関連する要素技術の研究開

発、及び、安全や環境などをテーマとした新製品の企画や開発に携わりました。その間、

技術者としての立場から様々なアイディアを提案し数多くの特許を受けました。特許事務

所への転職後は、弁理士資格の受験勉強をしながら特許出願書類の作成や中間処理など主

に特許権利化業務の補佐をさせて頂きました。 
 中国における国内の特許出願件数が日本を抜くなど、特許を取りまく国際的な構図も大

きな変化の時代を迎えております。国際的な産業競争力の維持強化が技術立国たる日本の

基盤であり、知財分野の担い手たる弁理士の使命も益々重いものとなると痛感しておりま

す。 
 今後は、技術者時代に培った技術者としての幅広いバックグラウンドを生かしながら、

皆様のご要望に的確にかつ迅速に対応できるよう研鑽を重ねて参ります。 
 未だ至らない点も多々あるかと存じますが、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
敬具 

 平成 24年 6月吉日 
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ご 挨 拶 
 
拝啓 皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、私は、このたび平成２３年度弁理士試験に合格し、実務修習を修了し、本年４月４日を

以て弁理士登録をいたしました。 
 私は、東京大学理学部生物学科、名古屋大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程を経て、

平成２３年３月に慶應義塾大学大学院医学研究科生理系専攻博士課程を修了いたしました。東京

大学においては両生類の初期発生の研究を通じて発生工学、遺伝子工学、光学観察手法を学び、

修士課程においては細胞運動の研究を通じて細胞生物学及び生化学を学びました。そして博士課

程において腫瘍医学に関する基礎研究をしてまいりました。その間に、研究内容に関する知的財

産の権利化に関わる機会があり、知的財産の分野に対する関心を抱きました。そして博士課程修

了後、平成２３年４月から弊所に入所し、日本出願及び外国出願における明細書作成、外国語明

細書の翻訳、中間処理等の補助に携わってまいりました。 
 現在、世界経済が混迷を極め、常に変化し続ける知的財産分野においても特に激動の時代を迎

えております。ライフサイエンスの分野におきましても、バイオテクノロジーの権利範囲に関す

る近年の日欧米における司法判断により、今まさに新たな局面を迎えております。その只中で、

皆様方が、新たに直面しまたは今後予想される諸問題に対し、共に解決の道を模索し、期待に応

えられる弁理士になれるように、日々研鑽を重ねていく所存であります。 
 未だ至らない点は多々ございますが、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 
敬具 

 平成 24年 6月吉日 
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